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かなり高いハードルとなっている。
平成23年版『介護白書』によると、老健施設
から自宅への退所率を算出したところ、定員に占
める割合は「1 か月当り3 ％未満」が8 割を占め
ている状況である。地域や施設の特性によっては
新設の在宅復帰・在宅療養支援機能加算を取れな
いところが多く、本当に厳しい改定となった。

関連機関との連携を大切に
地域の高齢者の健康な暮らしを守る

また、団塊の世代が75歳以上になる2025年に
は最も高い高齢化率が予想されており、わが国の
高齢者ケアのあり方は「地域包括ケアシステム」
のもと、大きく変化しようとしている。
これは高齢者の生活上の安全・安心を確保する
ため、医療・介護・予防のみならず、福祉サービ
スを含めたさまざまな生活支援サービスが一体と
なり、地域において日常生活を適切に提供する体
制づくりである。また、老健施設の本来の機能は
「リハビリテーションの充実した在宅復帰・在宅
支援施設」という主旨が明示されており、「老健施
設の理念と役割」の延長線上のものでもある。
しかしながら、現状は利用者の高齢化・重度化
が進み、それに伴い老老世帯・独居老人も増えて
きた。認知症者の徘徊や経管栄養などの寝たきり
状態の介護など、家族だけでは対応できないだけ
でなく、他の福祉関連施設でも対応ができないと
ころまできている。これらの多様なニーズにも応
じられる老健施設こそが、地域の実態に合った
「在宅支援施設」として大きな役目を果たすべき
であろう。

さらに、在宅復帰はもちろんであるが、利用者
やその家族の要望に応じて認知症リハビリや看取
りまでを積極的に行う老健施設こそ、地域に密着
した施設として求められている。老健施設では、
医師や看護師・介護職・リハビリ専門職などの多
職種が揃っており、さまざまなサービスを提供す
るに足りる人材が24時間・365日体制で備わって
いると言える。そのもとでこれまでの経験を生か
して、入所やショートステイ、通所リハビリや訪
問リハビリなどにも積極的にかかわり、地域の高
齢者がいきいきと健康に暮らせるよう、行政・医
療・福祉などの関連機関との連携を特に大切にし
ていくことが最も重要である。

多職種協働で多用なニーズに応える
地域包括ケアの拠点として羽ばたこう

この4 月の介護報酬・診療報酬同時改定は、「地
域包括ケアシステム」の実現に向けた改定と位置
づけられている。在宅サービスを優先し施設サー
ビスは補完的なものとした上で、24時間短時間巡
回型の訪問看護介護を導入し、既存の小規模多機
能型居宅介護サービスに看護サービスを附与した
複合事業所が創設された。
また、老健施設には「1 日21単位の在宅復帰・
在宅療養支援機能加算」が新設されたが、各地域
の生活圏域で、医療・介護・福祉などの在宅サー
ビスの充実した整備とその連携が特に要求される。
今後、ますます超高齢少子化・人口減少時代に
向かって、われわれ老健施設は、多職種協働で多
様なニーズに応えられる地域包括ケアの「中核拠
点」として、大きく羽ばたかなければならない。

財政深刻化のなかで
老健施設にとって厳しい改定が

わが国は超高齢社会が進展するなか、社会保障
問題だけでなく、東日本大震災の復興・原発事故
の対策などの大きな課題を抱えており、この先、
財政的にも深刻な状況が長く続いていくと予想さ
れる。
老健施設は創設以来24年を経たが、これまで
も地域の高齢者に対して、さまざまな課題にチャ
レンジしてきた。その実績が認められ、平成12年

度からは介護保険制度が導入されることとなり、
国の医療・福祉の発展に大きく貢献してきた。現
在では地域ケアの中心的役割を果たし、徳島県で
は現在52施設・4,000床を超えており、65歳以上
の人口10万人に対するベッド数の割合は全国1 位
が続いている。
しかし、平成12年以降3 年ごとに行われる介護
報酬の改定は厳しく、今年 4 月に行われた改定で
も実質0.8％のマイナスとなった。基本施設サー
ビス費の引き下げをカバーするには、在宅復帰率
とベッド回転率の要件をクリアしなければならず、
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医療機関だけでなく介護施設にとっても取り組む
べき大きな課題となっている。なぜなら、認知症
は脳の器質的なものが原因というより、むしろ心
と身体、環境・社会が複雑に絡み合って発症する
と言えるからである。
そのため、その治療は脳の局所的な働きだけを
みるのではなく、また薬剤に依存するだけでもな
く、広い範囲にわたる心や身体の働きを理解した
上で行われなければならない。心の働きを脳や社
会の働きに結びつけて、総合的に治療する必要が
あり、これはケアにもつながることである。
このように考えると、認知症の治療は、その予
防に共通する部分が多い。さらに言えば、認知症
の前段階である軽度認知障害の早期発見と働きか
けが、認知症予防に大きく貢献するだろう。しか
しながら忘れてはいけないことは、認知症があっ
ても、それぞれの方の「長所が生きる社会をつく
る」ことと考える。

介護保険制度改正と
今後の課題

今回の介護保険制度改正の基本方針は、地域包
括ケア基盤強化、医療と介護の役割分担・連携強
化、認知症にふさわしいサービスの提供であった。
「ピアハウス高知」（入所定員50名・通所定員78
名）は、平成 5 年の開設以来その機能を生かし、
在宅復帰・在宅支援に取り組んでおり、まさしく、
今回の報酬改定で新設された在宅復帰支援機能強
化型施設である。2011年のデータをみると、入所
者数481人、短期入所者数916人、稼働率95％、
入所者の平均在所日数は90日、直近6 か月間の在
宅復帰率は72％、同 3 か月間のベッド回転率は
31.2％、要介護 4・5 の重度者の割合は61％とな
っている。

在宅復帰を行うにあたっては、入所前からの本
人・家族への働きかけは無論のこと、心身状態や
住環境・介護力等のアセスメントを行い、それら
の情報をもとに在宅での課題を明確にし、目標を
設定した暫定プランを作成する。それを入所当日
から実践し、利用者にとって 1 日でも早く有効な
リハビリを行うことを最優先に取り組んできた。
介護現場では、日々の短期入所受け入れ時、新規
利用開始前、2 週間経過後、1 か月後の評価カン
ファレンスや、退所前カンファレンス等を、日常
業務の合間に各職種が協働して取り組んでいる。
今回の改定ではその取り組みが評価され嬉しい半
面、多くの専門職員の配置やその労力に鑑みると、
増額幅はまだ少ないように感じている。
在宅復帰の促進には、その地域の社会資源の有
無が大きく関与することはご承知のとおりである。
また、地域に必要な社会資源の創出も重要だと思
っている。当施設の場合、配食サービスや24時
間ヘルパーステーション、訪問看護ステーション、
訪問リハビリテーション等を併せ持つことにより
在宅復帰が促進できた。
高知県は中山間地域がほとんどを占め、先にも
述べたように高齢化や過疎化の進むなかでの地域
医療の確保、福祉・介護人材確保、地域で支え合
う仕組みづくりなどさまざまな課題がある。しか
し、私たちの老健施設では医師や看護師による医
療、多くの人々を支える介護、栄養士による栄養
管理、きめ細かい家族支援を行える支援相談員、
PT・OT・ST等のリハビリ専門職が配置され、
地域のなかで多くの専門職種が働いている施設で
ある。これらの人的資源をいかに有効に活用する
か、地域のニーズと照らし合わせながらこの強み
をいかに生かしていけるかが、今後の老健施設の
課題であり、生き残りの道であると思っている。

地域ニーズに照らし合わせた
人的資源の有効活用が生き残りの道

――認知症の方の「長所が
生きる社会をつくる」――
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昨年の東日本大震災からもう 1 年以上が経った。
いまだ郷里に帰ることのできない方々がおられる
ことに心よりお見舞い申し上げ、国や地方自治体
の早急な復興事業が進むことを切に願う次第であ
る。
わが高知県でも近い将来、高確率で南海地震が
発生すると言われている。三方を海に囲まれた自
然豊かな県であるが故に、県下31の会員施設は
自然災害の危険に晒されているともいえ、どの施

設も防災対策に力を入れ取り組んでいるところで
ある。

認知症高齢者の
増加について

現在、認知症高齢者の数は300万人、その方々
にかかわる介護者（家族）を含めると1,000万人
超ともされる。認知症高齢者自身やそのご家族の
心情と生活を考えると、認知症の予防と治療は、




